
自動蔓獺習所傷害見舞金制度 傷害見舞禽制度登録会員纒約

本傷害見舞金制度は、当教習所が入校者全員に提供するサービスです。今般ご入校いただいた教習生の
皆様が卒業されるまでの剛に、教習所内で万が一の事故により一定基準のケガ等を負われた嬬合、教習
所からお見舞金を給付します。
お申込みは、表記に記載の通り、 (競『携帯電話｣からご登録いただくか、 (の 『本紙下部の登録書J
に記入して教習所窓口に提出いただくかのどちらかの方法でお手続きください。本制度に登録いただき
ますと、当教習所が本制度の運営を委託している日本カーライツアシスト株式会社(以下『JACLA Iと
いいます)より、お客様の携帯電話ま忍,まご登録のメーノレアドレス(,満己偏される ｢登録完了のお知らせj
に ｢登録番号｣が記載されます。見舞金請求時に必ず必要ですから大切に保存してください。また、登
録者は、｣ACLAが提供する ｢運転免許支援サイト｣ をまじめとする、運転者向け各種サポートサービス
を無料で利用することができます。

規約
亀見舞金給付対象事故と給付金の内容
(= 見舞金給付対象事故
教習所在校中の教習生が、公安委員会指定の教習カリキュラムにおける教習 (教習車両に搭乗中を含む)
を受講中、または、教習所の敷地内、教習所の管理下にある合宿施設内、教習所との提携宿泊施設剛に
おいて ｢急激かつ偶然な外来の事故｣によりケガあるいは死亡 (後遺障害を台嚇 した場合、見舞金が
給付されます。但し、火災、天災 (地震 ･噴火 ･津波)および戦争 (テロを含む)に起因する場合を除
きます。又、犯罪等事件性が高い事業、あるいは当事者本人の故意 ･重過失 (自殺 ･薬物他)に起因す
る事業等、本制度の健全な運用にそく"汁)ないと思われる場合は給付されません。
(2)見舞金の種類と金額
①-く死亡見舞金> 1 0OQ OOO円
(当該事故が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合に給付されます。)
⑭<後遺障害見舞金> 死亡見舞金額を上限に、後達障害の程度により『自賠責保険｣に定める割
合を準用した金額を給付します。 (当該事故が原因で事故の日から180日以内に後達障害が確定した場
合に給付されます。)
③<入院 ･通院見舞金> 当該事故の治療に要したそれぞれの日数により下記の金額(定額)を給付し
ます。旧教計算の対象期間[亭『入院は事故の日から180日以内、通院は事故の日から90日以内｣とし
ます。同一事故で計算期間中複数回の入 ･通院があった場合は、それぞれの合計日数を下表での『入
院 ･通院期間｣とします)

ミぶゞきき＼舷濃睫廉総ミミ ミミミ蓉濃崑襲溌ミミミミ逼縢崑婆羞
5日以上7日まで 1Q OOO円 5,000円

8日以上14日まで 20,000円 1Q OOO円

t5日以上30日まで 3Q OOO円 2Q OOO円

30日を超えた場合 5Q OOO円 3Q OOO円

※ 1回の事故に起因する見舞金合計の上限は1,000,000円とします。
(移り) 事故の日から30日間入院して死亡した場合の見舞説法、 1,000,000円となります。
く伊野貸0日間入院後10日通院した場合の給付額は、
入院見舞金20,000円十通院見舞金1Q OOO円=合計30P OO円となります。

2、事故報告および見舞金の請求 ･受け取り
く“ 事故報告
①見舞金の給付対象あるいは対象と思われる事故が発生した場合は 教習所窓口(仁義故およびケガ等の
状態を連絡の上、 http://m櫛引、bizからM Yページの事故報告にアクセスして事故の状況を報告いた
だきます。
②｣ACLAより ｢事故報告受付受領のお知らせ｣『見舞金請求の仕方｣『見舞金請求書｣がメールまた【.は書
面で郵送されます。
(の 見舞金の請求言養求の時期
①見舞金の話潤ま、 ｢見舞金請求書斑に必要事項を記入し『診療領収書のコビ- ｣を添付の上、返信用
封筒で郵送いただきます。この場合、必要に応じ『診断書｣の添付を求める場合があります (死亡･後
達障害見舞金の給付の場合等)。この場合の診断書作成料金は合オづせて支給します。
②請求の時期は、完治又は入通院日数計算の対象期間を超える等、見舞金が確定した副X降、あるいは、
死亡 ･後道障害が確定した白く但し事故白から180日以内)以降のl回とします。中途での請求はでき
ません。
く3)見舞金の給付
見舞金請求書の内容確認後、教習所から見舞金が給付されます。
3、個人情報の取扱について
本制度運営上で知りえたあらゆる個人に関する-情報は、秘密として保持し、本制度並視に運営会社であ
る日本カーライフアシスト株式会社が教習生に提供する健主な情報提供サービス以外に使用することは
方、扇牛村-ム 音 大生=祷ハ′↑淺絵評トトリ 大津ーl高女‐肛]"国′-‘二人マレ女.口作hレーテ ｢宣盡信吉数憐乳円にメ巨宰
見舞金制度登録会員l、ならびに ｢｣ACLA会員｣として登録されます。

以 上
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1、会員 ･会の目的
(“ 自動車教習所傷害見舞金制度の登録会員は、日本カーライフアシスト株式会社 (以下 ｢｣ACLA ｣
といいます)の｣ACLAシステムを導入している自動車教習所に在籍した教習生全員が登録の対象となり
ます。 (2)この会は、会員のカーライフが、より快適で有意義なものとなるための各種支援を行うこ
とを目的に設立され、以下の活動をおこないます。
2活動 ･特典
(1)自動車教習所に大型ディスプレーを配備し、教習生のこれから始まるカーライフなどに役立つ専
用番組を配信します。 (2)放映された番組及び、別に用意する印刷媒体に関係する情報は、携帯電
話 ･パソコンからのメール送信により請求し、最新の情報を入手することができます。 (3) ｣ACLAと
提携した店舗での買物の際、登録-Dや割引クーポンの提示などにより会員特典を得ることができます。
(4)教習所在籍中に、教習所内で発生した事故によるケガ等に対して見舞金が支払われます。 (く団 そ
の他、携帯電話あるいは｣ACLAが運営するホームページを活用して、会員に有益と思われる情報の提供
をおこないます。
3、登録番号の発行 ･効力
(= 当社は、登録申込み特に、会員1名ごとに登録番号を発行します。会員は、本規定内容を承知の上、
以降大切に保管願います。 (2)登録番号の使用 ･効力は本人に限り有効であり、第三者への賞与 権
利の譲渡等はできません。又、登録番号が、本来の目的以外に使用されたり、他の会員 ･第三者に迷惑
がかかる恐れが発生あるいは予想された場合は、登録を抹消することがあります。
4会員情報の登録
傷害見舞金の支払いの際の会員本人確認のため、入校時に通学している教習所名 ･申込日 ･氏名 ･生年
月日 ･;性別 ･取得免許の種類 住所 ･電話番号 ･eメールアドレスの登録を求め、これをコンピュータ
に登録します。登録された個人情報は、当社個人情報取扱基準に従い厳重に管理されます。
5期間 ･会費
会員期間は、登録日以降無期限で、会費は永年無料とします。
6.退会等
(1〕｣ACLAシステム導入の教習所在籍者は全員が会員の対象者となりますが、登録を希望しない場合
はこの限りではありません。 (2)途中で、サービスの停止や退会を希望する場合は、｣ACLAインフォ
メーションデスクに連絡をいただくことにより、速やかに停止あるいは抹消の処理をおこないます。
7,サービス内容情報の公示
当社が行うサービス内容は変更 ･追加される場合がありますが、その内容は、JACLAホームページ上で
公示します。会員は、｣Aq Aホームページへのアクセスにて確認願います。
8,その他
本規定に定められていないことについては、会員 ･｣ACLAの話し合いで決定 ･解決することを原則とし
ます。

【個人情報の取り扱い】
｣ACLAでは、個人情報保護法ならびにJISQ 1600 1 :2006の要求事項に基づき皆様の個人情報保護に
努めています。皆様から個人情報を取得する際は、事前に通知し、同意を得た後でなければ個人情報を
皆様から頂くことはありません。下記の事項をお読み頂き、ご同意の上ご登録ください。 1当社の個
人:情報に関する管理者日本カーライフアシスト株式会社個人情報保護管理者 TEL0 33 5522 84アメ
FAX:03 3 552‐2840 2 ,個人情報の利用目的ミご登録いただいた会員情報は以下に掲げる目的で利用
します。(“各種会員サービス登録及び確認のため。 (2)傷害見舞金制度の提供のため。 (3)メールマ
ガジン ･DMでの情報提供のため。(4)その他会員に有益と思われる情報、サービスの提供のため。 3
第三者への提供:原則提供を行うことはありませんが、以下に該当する場合は、ご本人の同意なし【に第
三者に提供することがあります。 (○法令に基づく場合。 (2)人の生命、身体または財産の保護、公衆
衛生の向上、児童の健全育成推進の為に必要がある場合。 (3)国の機関 若しくは地方公共団体まは,よ
その委託を受けた煮から合法的に協力を要請された場合。 4個人情報の委託:上記利用目的に基づくサ
ービスご提供の為に、個人情報の取扱いを委託する場合がございます。その場合には、.個人情報保護の
観点から委託先を評価し、個人情報保護に関する契約書を交わします。 5ゞ 任意性:個人情報をご提出項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　

供の停止について自粛暮した個火情報については、個人情報保護管理者が管理しています。当社が保有
する開示対象個人情報の開示、訂正、追加又は削除、並びに利用停止、第三者提供の停止をご請求され
る場合は、上記1の管理者にお申し出下さい。尚、その際に本人確認をさせて頂くことがありますので、
身分証明書のご提示をお願いする場合があります。

以 上

【本しおり 規約 ･会に関わるご相談窓□】
■｣ACLAインフオメーションデスク :TEL O 120‐0116 50
鬮JACLAホ…ムページー･ttロノノwww.iada cQ ip

【事業主体】 日本カーライフアシスト株式会社
〒104‐0032東京都中央区八丁堀3‐25-7 KSKビル本館印皆-
TELQ 3 3552…284急FAX･03 3 652一2840
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